
トラスト様式Ｔ-54 

第三十四号様式（第四の十六関係）（Ａ４） 

 

 

仮使用認定申請書 
 

（第一面） 

 

 建築基準法第７条の６第１項第２号（同法第８７条の４又は第８８条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含む。）の規定による仮使用の認定を申請します。 

 なお、株式会社確認検査機構トラストの確認検査業務約款及び確認検査手数料規程に基づ

き申請を行い、同約款及び同規定を遵守します。 

 

株式会社 確認検査機構トラスト 御中 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 申請者氏名              

 

 

 

【仮使用の認定を申請する建築物等】 

  □建築物              □建築設備（昇降機） 

  □建築設備（昇降機以外）      □工作物（昇降機） 

  □工作物（法第８８条第１項）    □工作物（法第８８条第２項） 
 

※受付欄 ※決裁欄 ※認定番号 ※特記 

令和   年   月   日  令和   年   月    日  

第         号 第         号 

係員氏名 係員氏名 

※条件 

 

※消防局意見欄                       

書
類
審
査 

受付                             

局
署 

消収        号             

令和  年  月  日             

意見欄                         

                              

                              

 
 

                            

 



（第二面） 

【1. 建築主、設置者又は築造主】 

【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 

【ﾛ.氏  名】 

【ﾊ.郵便番号】 

【ﾆ.住  所】 

【ﾎ.電話番号】 

【2.代理者】 

【ｲ.資  格】    （   ）建築士       （      ）登録第        号 

【ﾛ.氏  名】 

【ﾊ.建築士事務所名】 （   ）建築士事務所    （    ）知事登録第        号 

 

【ﾆ.郵便番号】 

【ﾎ.所 在 地】 

【ﾍ.電話番号】 【ﾌｧｯｸｽ番号】 

【3.建築確認】 

【ｲ. 確認済証番号】      第             号 

【ﾛ. 確認済証交付年月日】   令和   年   月   日 

【ﾊ. 確認済証交付者】 

【4.敷地の位置】 

【ｲ. 地名地番】 

【ﾛ. 住居表示】 

【5. 設置する建築物又は工作物】 

【ｲ. 所在地】 

【ﾛ. 名称のﾌﾘｶﾞﾅ】 

【ﾊ. 名称】 

【6. 仮使用の用途】 

 

 

【7. 工事完了予定年月日】   令和   年   月   日 

【8. 仮使用期間】   令和   年   月   日 から 令和   年   月   日 まで 

【9. 申請の理由】 

 

【10. 備考】 

 

 

 

 



（注意） 

１．第一面関係 

1) 「仮使用の認定を申請する建築物等」の欄は、該当するチェックボックスに「レ」 

  マークを入れてください。建築基準法第８８条第 1 項に規定する工作物のうち同法施 

  行令第１３８条第２項第１号に掲げるものにあっては、「工作物（昇降機）」のチェッ 

  クボックスに「レ」マークを入れてください。 

2) ※印のある欄は記入しないでください。 

２．第二面関係 

1) 建築主、設置者又は築造主が２以上のときは、１欄は代表となる建築主、設置者又 

  は築造主について記入し、別紙に他の建築主、設置者又は築造主についてそれぞれ必 

  要な事項を記入して添えてください。 

2) 建築主、設置者又は築造主からの委任を受けて申請を行う者がいる場合においては、 

  ２欄に記入してください。 

3) ２欄は、代理者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務 

  所に属していないときは、所在地は代理者の住所を書いてください。 

4) ３欄は、計画変更の確認を受けている場合は直前の計画変更の確認について記載し 

  てください。 

5) ４欄は建築物又は工作物（昇降機を除く。）について、５欄は昇降機又は建築設備 

 について仮使用の認定を受けようとする場合に記入してください。 

6) 住居表示が定まっているときは、４欄の「ロ」に記入してください。 

7) ６欄及び９欄は、できるだけ具体的に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 
 


